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背景  

 東日本大震災の被害を受けた沿岸域においては、豊富な生物資源を基盤とし

た流域圏が形成され、農業、漁業を始めとした人間活動が長年営まれてきた。

この豊富な生物資源が地域の資源循環の一翼を担っており、それによって地域

の資源自立性が相対的に高く維持されてきた。 

 三陸リアス式海岸地域では、小流域に依拠する奥山・里山・川・浜・海の自

然資源を持続的に活用する地域社会の仕組みが形成されてきた。宮城県中央か

ら南部に至る沖積平野では、河川の度重なる氾濫と、沿岸漂砂により、浜堤、

自然堤防、後背湿地、汽水湖などの微地形がモザイク状に発達し、生物多様性

の宝庫として、多種多様な生物相が形成されてきた。そうした生き物たちの生

産や分解などの機能に守られ、これらの自然立地を適切に活用した集落が形成

されてきた。また、これらの流域自然共生系の仕組みは、激しい自然災害の発

生時に、いのちと暮らしを守る多重防御の機能をも併せ持つものであった。 

 

現状と課題 

 しかし、震災によってこの沿岸域の生物資源とそれらを支える流域自然共生

系は大きな損傷を受けた。これら流域自然共生系を新たな姿へと再生していく

ためには、自然の生態系が本来有する回復力（レジリエンス）のポテンシャル

を生かした復興を基本とし、地域の自然が本来、供給することのできる生物資

源を活用することが重要である注１）。しかしながら、震災後 1 年半を経過した現

在も、このような復興の姿は、まだ全く見えていない。 

 その第一の理由は、厖大に発生した災害廃棄物（がれき）である。今回の震

災によって、価値を有していた人工物および自然物は災害廃棄物となった。従

来わが国においては、発生した廃棄物を適正に処理・処分する段階を更に進め、

資源の循環を進める方向で循環型社会形成推進基本法が策定され、これに基づ

き、社会自体を変革する施策がとられ、制度が構築されてきた。しかしながら、

今回発生した災害廃棄物の量は平常時の廃棄物の処理・処分能力をはるかに上

回り、また分別が行われていないことから、平常時の体制では対応しきれない

状況が生じた。 

 このような状況に対し、循環型社会の理念に基づき資源活用の観点を含めな

がらも、安全衛生管理を第一に考えた緊急対応をとることを、日本学術会議は

震災直後に提言した注 2）。また、廃棄物の広域処理については、①岩手・宮城の

災害廃棄物の放射性物質濃度は十分に小さく、県内処理も広域処理も可能であ

ること、②防潮林基盤や高台造成に利用するため選別技術向上に努めるべきこ

と、③可能な限り多くを地域内で再利用したうえで、残りを処理処分、あるい

は広域処理すること、④情報公開、測定支援、工程点検に努めること、を提言

した注 3）。現在、この提言の主旨に沿って、鋭意、廃棄物処理が行われているが、

倒木の活用、不燃混合物の埋め立ての進捗等については、更なる検討が必要で
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ある。 

 津波と共に陸地から海域に流出した物質の一部については堆積物を形成し、

海域生態系に影響を与えていることが懸念されている。また浮遊がれきは長距

離を漂流しアメリカ大陸に漂着しており、国際的な廃棄物問題を生じるおそれ

をはらんでいる。しかしながら、これらの流出物質の行方とその影響について

は、流出量が多く、また流出先の範囲が広大であるため、未解明である。 

 第二の理由は、東日本大震災の復興にあたって、従来の防災に加えて減災の

取り組みの重要性が指摘され、方針が大きく転換されたことにある。これは、

低頻度の巨大災害の大きさを予め想定することは困難であり、その被害も未然

に防止することはできないという経験に基づいているものである。すなわち、

減災の考え方の具体的展開は、防潮堤などの防災施設を設け、居住空間は高台

移転など安全性を考慮した立地とし、それに加えて、巨大災害時には災害を緩

和するための防御施設（道路の嵩上げ、津波減殺のための丘、居久根注４）,５)、

遊水池等）、避難路と避難場所を何段階にも確保して生命の安全を図ることなど

の多重防御施策の導入を、復興の基本としたものである。しかしながら、多重

防御施策は地域的に多様であり、このため予算措置が対応していない場合が多

く、実現に移されている被災地は、ほとんどないのが現状である。 

第三の理由は、津波で壊滅した沿岸域には、湿地や砂丘、汽水湖などの微地

形が新たに形成された結果、絶滅危惧種の生物相が出現し、水鳥の飛来、営巣

など、生物多様性の宝庫としての沿岸域の自然が再生されつつあるが、この特

質が復興に活かされていないことにある。復興にあたっては、自然と人間の織

り成す文化的関係を掘り起し、活かしていく必要がある。たとえば、被災地に

は、長い歴史により形成されてきた居久根などの文化的景観があり、個々の生

活の営みが、地域の防災力を高め、生物多様性を育む拠点となっていた。 

 

提言  

これらの状況を踏まえて、「いのちを守ることのできる安全な沿岸域再生」注

１）を、速やかに、しかも見える形で実現し、被災地における確かな復興への道

筋を示すために、以下の提言を行う。（ただし、放射性物質の影響を受けている

地域については、更なる検討が必要である。）これらの提言は、復興の作業が進

行しつつある現時点で明らかになってきた問題に対して行うものであり、適時

性と緊急性がある。 

 

提言１：施策の統合化 

 被災地における流域自然共生系の特質を生かし、「災害廃棄物の処理・活用」、

「多重防御の施策」、「生物多様性施策」の統合化を行い、復興の前提となる「い

のちを守る沿岸域の形成」を速やかに実施に移す。この実現に向けて、省庁間

における調整、法、技術指針の見直しを早急に行い、復興予算の中で位置づけ
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のない災害廃棄物を活用した丘、新たな防潮林（国有林以外の地域）、地域の文

化的景観をも構成している居久根等の整備、沿岸生態系の保全と再生等につい

て、財源の確保を行う。 

 

提言２：災害廃棄物処理 

 災害廃棄物処理においても、施策の統合化が必要である。広域処理の基本的

認識として、地域を超えた広域処理と発生地における自区内処理については、

それぞれの選択肢が有する利点を十分に認識して、望ましい分担を行う。広域

処理の利点としては、発生地における処理処分場の制約の解決、相互扶助精神

の表出、環境管理的利点がある。一方、自区内処理には、上記の施策の統合の

効果を高める利点に加えて、可能な限り排出地域で処理を行い不必要な長距離

移動を避けるという面と、受け入れ地域において生じうる反対論を回避できる

という面が挙げられる。これら広域処理と自区内処理、あるいは地域内での資

源としての利用を実行するに当たっては、それぞれの地域が置かれている状況

を考え、一律的な方針ではなく、地域ごとに柔軟な方針をとるべきである。 

 

提言３：資源利用 

 地域復興に向けた資源利用のあり方としては、より広い視点で資源、エネル

ギー、環境の健全性に繋げる統合的な施策の展開が重要である。地域の状況に

応じて、がれきの内容を峻別して、たとえば倒木など地域内で活用可能なもの

は生物資源として再活用する可能性を優先すべきである。これらの倒木の防潮

林帯形成基盤への活用、燃焼によるバイオマスのエネルギー源としての活用等

を進め、資源循環の促進を考慮した沿岸域の形成を進めるべきである。 

 

提言４：漂着がれき問題対応 

 海域に流出した災害廃棄物や津波堆積物に起因する有害物質が生態系に与え

る影響を明らかにするとともに、漂着がれき問題に対して国際社会と協調して

対応するべきである。 

 

 

注１） 日本学術会議東日本大震災対策委員会被災地域の復興グランド・デザイ

ン分科会提言：東日本大震災被災地の復興に向けて：復興の目標と７つの

原則 平成 23 年６月 

注２） 日本学術会議東日本大震災対策委員会： 東日本大震災第４次緊急提言 

「震災廃棄物対策と環境影響防止に関する緊急提言」：平成 23 年４月 

注３） 日本学術会議東日本大震災復興支援委員会：「災害廃棄物の広域処理のあ

り方について」平成 24 年４月 

注４） 居久根（いぐね）とは東北地方南部に特有の屋敷林で、北西の季節風、
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海風を防ぎ、生活のための用材林でもあり、特色のある文化的景観を形成

している。 

注５） 東京大学 GCOE「都市空間の持続再生学の展開」：「居久根の防災効果に関

する調査報告書――宮城県岩沼市玉浦地区を事例として――」平成 24 年８

月 


